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「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について 

弊行は、外国為替及び外国貿易法（外為法）第 17 条で規定されている銀行等の確認義務の確実な  

実施のため、以下の規制にお客様のご送金取引等が該当しないことを確認させていただいております。 
項
番 確 認 事 項 

１ 

北朝鮮の「貿易に関する支払規制」 

・北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの 

・北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出または仲介貿易に係るもの 

２ 

北朝鮮の「資金使途規制」 

・「北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器の計画に関連する者」への支払 

・「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者」への支払 

・「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動」

に係るもの 

３ 

北朝鮮に対する「支払の原則禁止」 

・居住者もしくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払または居住者による非居住者との間の支払で

あって、北朝鮮に住所もしくは居所を有する自然人若しくは主たる事務所を有する法人その他の団体 

またはこれらのものにより実質的に支配されている法人その他の団体に対するもの 

４ 

イランの「資金使途規制」 

・イラン関係者による本邦の核関連企業への投資に係るもの 

・「イランの核活動等及び大型通常兵器等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの 

・「イランの核活動等に関与する者」への支払 

５ 
ロシアおよびベラルーシの特定団体（ロシア中央銀行を除く）に対する支払等の規制 

※当該団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の５０％以上を直接に所有されている団体 

（本邦内に住所を有する団体を除く）に対する支払等を含みます。 

６ 

以下の取引又は行為及びこれらに係る支払等の規制 

(ⅰ)ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡 

(ⅱ)ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集 

(ⅲ)ロシアの特定銀行（当該銀行により株式の総数又は出資の総額に占める割合の５０％以上を直接に所

有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する 団体を除く）を含む。）による本邦における証券

（償還期限の定めがある場合、30日超のものに限る。）の発行又は募集 

(ⅳ)上記(ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる発行又は募集のための労務又は便益の提供 

７ 

以下の取引及び当該取引に係る支払等の規制 

(ⅰ)ロシア、ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供 

(ⅱ)ロシア、ベラルーシの特定団体に対する技術の提供 

(ⅲ)ロシアの居住者等に対する信託業に係る労務又は便益の提供 

(ⅳ)ロシア法人等に対する会計・監査業務、経営コンサルタント業、土木建築サービス業及びプラント  

エンジニアリング業に係る労務又は便益の提供 

８ 

以下の対外直接投資及び当該対外直接投資に係る支払等の規制 

(ⅰ)ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資 

(ⅱ)ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に

係る対外直接投資 

※出資比率が 10％以上の外国法人に対するものなど、外国法人等と永続的な経済関係を樹立するために

行われる証券の取得、金銭の貸付、支店・工場等の設置・拡張に係る資金の支払が対象となります。 

９ 

以下の取引及び当該取引に係る支払等の規制 

（ⅰ）上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の輸入禁止措置 

（ⅱ）上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする海上において輸送される原油及び 

石油製品の購入等に関連するサービスの提供の禁止措置 

※最新情報及び詳細は財務省のＨＰ等をご確認ください。 

財務省ＨＰ：トップページ＞財務省の政策＞国際政策＞外為法関係・為替政＞外国為替及び外国貿易法（外為法）の概要＞ 

経済制裁措置及び許可手続 

ご依頼の外国送金等に関するお取引は、外為法に基づく上記の規制に該当するものではないこと、  

また、上記に掲げるものの他にも、我が国及び米国や国際機関等の経済制裁等によって禁止または  

制限される取引に該当するものではないことのご申告として、「外国送金依頼書兼告知書」の該当欄に 

チェックをお願いします。 


